
津波避難対策緊急事業計画に基づく 
集団移転促進事業に係る特例措置  

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 概要 

南海トラフ地震防災対策推進地域の指定 
南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進す
る必要がある地域を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定し、内閣総理大臣が指定 

基本計画の作成  中央防災会議が作成 

推進計画の作成 

指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等
の整備に関する事項、国、地方公共団体その他の関係者の連携協力の確保に関する事項等を定める
（推進計画）とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間を定める 

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定 

推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い発生する津波に対し、津波避難対策を特別に強化すべき地域
を南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域（特別強化地域）として、内閣総理大臣が指定 

津波避難対策緊急事業計画の作成  

対策計画の作成  

推進地域内の医療機関、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の管理者等は、推進地域の指定か
ら六月以内に、津波からの円滑な避難の確保に関する計画を作成し、都府県知事に届け出る 

津波避難対策緊急事業に係る 
国の負担又は補助の特例等 

○ 農地法の特例（農地転用の許可要件の緩和） 

○ 集団移転促進法の特例 
  （住宅団地の用地の取得等に要する経費の補助） 

○ 国土利用計画法等による協議等についての配慮 
○ 地方財政法の特例（施設の除却に地方債を充当） 

○ 津波避難対策緊急事業に要する経費に
対する国の負担又は補助の割合の特例 

○ 集団移転促進事業関連の施設移転に対
する財政上の配慮等 

○ 津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所 
○ 避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路 
○ 集団移転促進事業及び集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢

者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用する政令で定める施設 

※東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正により措置 

市町村長は、都府県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、以下の施設の整備(津波避難対策
緊急事業)に関する計画を作成するとともに、当該津波避難対策緊急事業の目標及び達成期間を定める 

南海トラフ地震防災対策推進協議会  

地方防災会議等（都府県及び市町村）は地域防災計画において、上記の事項を定めるよう努め、市町
村防災会議はこれらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることが
できる 

国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針及び基本的な施策、施策の具体的
な目標及びその達成期間、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針
等を定める 
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資料１－１ 



南海トラフ地震対策特別措置法の今後の流れについて 

平

成

２

５

年

度 

平

成

２

６

年

度 

＜地域指定関係＞ 
・南海トラフ地震 
 防災対策推進地域 
・南海トラフ地震津波 
 避難対策特別強化地域 

＜計画立案作業＞ 
・南海トラフ地震 
 防災対策推進基本計画 

12月27日 法律施行 

―関係都府県への意見聴取 
―関係都府県から 
 関係市町村への意見聴取 

11月29日 法律公布 

1月17日 中央防災会議 
（地域指定の諮問） 

・内閣府における 
 基本計画案の作成 

３月２８日 
・中央防災会議：推進地域・特別強化地域の指定に係る答申、基本計画の決定 
・内閣総理大臣   ：推進地域・特別強化地域の指定 

1月２０日 都府県向け説明会・市町村向け説明会 開催 

・指定に向けた各種調整 

地域防災計画（推進計画）の修正 
            （関係都府県・関係市町村の地方防災会議） 

津波避難対策緊急事業計画の作成（市町村） 

津波避難対策緊急事業の実施 

・関係都府県への意見聴取 
・総理大臣の同意（関係省庁調整） 
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防災業務計画（推進計画）の修正（指定行政機関・指定公共機関） 
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